
教育情報共有化促進モデル事業プロジェクト規約

（ ）平成１６( )年７月２８日2004
（ ）名称

第１条 本事業は教育情報共有化促進モデル事業プロジェクト 以下 本プロジェクト と称する。（ 「 」）

（ ）目的

第２条 本プロジェクトは大阪府の高等学校の社会 地歴 公民 科の 教育情報の共有化 に関する研究を（ ・ ） 「 」

目的とする。

（ ）事業

、 、 （ ・第３条 本プロジェクトは 平成１６年度の文部科学省の委託事業として 大阪府高等学校社会 地歴

公民 科研究会内に設置する。）

本プロジェクトは前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

１ 研究会ホームページのコミュニティサイト化 教材の共有化サイトの構築 およびサーバー管、 、

理

２ 教員の情報リテラシーに関する調査、分析、及び向上策の研究

３ 社会 地歴 公民 科研究会会員に対する講習会（ ・ ）

４ 教材コンテンツ共有化に伴う著作権に関する研究

５ 共有化されたコンテンツを使用した研究授業

６ 他府県研究会、民間、ＮＰＯとの情報交換

７ その他 教育情報の共有化 に必要な事項「 」

（ ）運営メンバー

第４条 本プロジェクトの運営に代表、会計、研究メンバー等からなる委員を置く。

（ ）１ 代表 委員の互選により選出、本プロジェクトを統括する

（ ）２ 会計 委員の互選により選出

３ 研究メンバー

４ 協力メンバー

５ 会計監査

（ ）協力メンバー

第５条 本プロジェクトに協力メンバー、スーパーバイザーを置く。

２ 協力メンバー スーパーバイザーは専門知識及び専門技術をもって 本会の活動に適切な助言、 、

等を与えるものとする。

３ 必要に応じて、代表は協力メンバーを依頼することができる。

（ ）委員会の設置

第６条 第４条の委員を持って構成される委員会を置く。

２ 委員会は代表が必要に応じて招集する。

３ 委員会は次の事項について審議する。

① 事業計画、予算決算に関すること。

② 規約の制定、改廃に関すること。

③ メンバーの加盟、除名に関すること。

④ その他、代表が重要と判断すること。

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

５ 委員会は、電子会議をもって開催することができる。

（ ）代表の専決事項

第７条 代表は 緊急の必要があると判断した場合 関係メンバーとの協議を経て 第６条第４項に関、 、 、

し、専決することができる。



２ 代表は前項の専決を行った場合は、速やかに委員会に報告する義務を負う。

（ ）報酬

第８条 研究メンバーは原則無報酬とする。

（ ）事業遂行に関わる費用について

第９条 本事業の遂行に必要な費用 会議費 通信費 交通費 資料代 事務用品 会場費 機器のレン（ 、 、 、 、 、 、

タル 事務委託費等 については 会計に支出伺書を提出し 会計の承認を経た後に 事業費の、 ） 、 、 、

範囲内において支給する。

（ ）事業成果の保存場所

第１０条 本プロジェクトの帳簿類、資料は大阪府高等学校社会科 地歴 公民 研究会に保存するものと（ ・ ）

する。また、成果は研究会のホームページで公開するものとする。

（ ）規約の改廃

第１１条 この規約は 委員会において出席委員ーの過半数の同意を得なければ これを変更又は廃止、 、

することができない。

（ ）委任

第８条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行、本会の運営に必要な事項は代表が別に定める。

（ ）付則

この規約は、平成１６年８月１日から施行する。

（ ）研究メンバー

本プロジェクトの委員等については下記のメンバーとする。

代表 山田 時比古 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎

神前 能理子 大阪府立門真なみはや高等学校

金田 修治 大阪府立東淀川高等学校

斎木 英範 大阪府立北千里高等学校

進矢 正之 大阪府立高津高等学校

清 訓夫 大阪府立布施北高等学校

井上 隆司 大阪府立芦間高等学校

竹部 嘉一 大阪府立八尾翠翔高等学校

上田 匠 大阪府立山田高等学校

巽 圭 大阪府立岸和田高等学校

川崎 清剛 大阪府立高津高等学校

山元 良平 大阪府立枚岡樟風高等学校

若松 宏英 大阪府立登美丘高等学校

高畑 隆一 大阪府立春日丘高等学校

田中 愛子 大阪市立此花総合高等学校

会計 田中 清隆 大阪府立柏原東高等学校

（ ）協力メンバー

松本 透 大阪府教育委員会教育振興室教務課指導主事

中島 康明 大阪府教育委員会教育振興室障害教育課主任指導主事

北川 敬一 大阪府立牧野高等学校教頭

大角 泰史 大阪府東京事務所課長補佐

竹内 勉 Ｓｋｙ株式会社 ソリューション事業部 商品研究部 部長代理e-
岸田 正寿 日本支部ディレクターCompTIA



勝井 健二 大阪府健康福祉部高齢介護室主査、ＮＰＯ法人ＭＥＦ副理事長

（ ）スーパーバイザー

林 徳治 山口大学教育実践センター教授

宮田 仁 滋賀大学教育学部教授

久保 正敏 国立民族学博物館教授


